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災害共済給付について
県教育委員会健康体育課学校安全・給食係

武藤 歩

令和５年３月３日

１ 令和４年度の実施状況

２ 福祉医療制度の利用について

３ 申請に当たってのお願い

１ 令和４年度の実施状況（令和５年２月１日時点）

令和３年度 令和４年度 対前年度比
加入率(5.1時点) ９８．８３％ ９８．９１％ ＋０．０８％
発 生 件 数 1,553件 1,663件 ＋７．０８％
給 付 件 数 4,077件 4,065件 －０．２９％
医 療費 給付額 53,439,798円 46,989,747円 －１２．０７％
各種見舞金給付額 5,900,000円 7,480,000円 ＋２６．７８％
給 付 総 額 66,487,062円 54,469,747円 －１８．０７％

日本スポーツ振興センターからの照会・不備事由として多いもの

・本来とは異なる災害での申請（１６．３３％）
・５００点未満時点での申請（１２．２４％）
・災害との関連性（１０．２％）

※各年度１月時点の数値
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令和５年度における子ども医療助成制度の扱い（令和５年３月３日時点）

令和５年４月からお願いしたいこと
全件について、医療等の状況に被災者の在住市町村を記載
（公費医療制度の利用によらない）
実施例）各家庭で医療等の状況に在住市町村を記載の上、提出いただく

子ども医療助成制度を使用した場合（その他の公費医療制度も含む）※
①医療等の状況（書面）には、使用した制度・自己負担額を記載
②災害共済給付オンライン請求システムでは「未使用」として申請
③公費負担分も含む額が支給

２ 福祉医療制度の利用について

群馬県全県下において高校生の医療費無料化制度が実施予定（時期未定）

※障害者総合支援法・児童福祉法等に基づく助成を除く。

これまで、県立学校において災害共済給付は全員加入を推奨してきた

災害共済給付の補償を受けずとも医療費が無料になるにもかかわらず、
改めて加入する意義を保護者に説明していく必要がある

加入のメリット例

実習等で加入が求められる場合がある
見舞金（総医療費の１割）
障害見舞金等の各種見舞金
卒業後も継続して補償が受けられること（災害発生後１０年）
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３ 申請に当たってのお願い
（１）時効にご注意願います!

災害発生日

診療開始日

１０年間

２年間 ２年間

受診受診

療養月 時効の起算日 JSC必着日
R4.5分医療等の状況 令和４年６月１１日 令和６年６月１０日
R4.5分調剤報酬明細書
R4.6分医療等の状況 令和４年７月１１日 令和６年７月１０日

（例）災害発生日:令和４年５月１６日
診療開始日:令和４年５月１７日

２年間

申請に当たってのご相談・不明点等ございましたら、ご連絡ください
健康体育課 学校安全・給食係
TEL ０２７－２２６－４７０９（内線:４７０９）

（２）PCR検査等の扱い

学校管理下のけが等について受診する際必要なコロナウイルス感染症の
PCR検査等（公費）は給付対象になります(１割見舞金のみ）。
申請に当たっては点数の内訳を明らかにする必要があります。

（記入例）の場合
（医療機関）
医療等の状況に右のとおり記載

（学校）
オンライン請求システムで、外来に係る点数として
２，５００点を入力

（記入例）

２５００
公費負担分 １，８００点
公費負担適用外 ７００点

２，５００点

本日ご説明の内容は令和５年３月３日時点のものになります。
今後、変更等ありましたら、追って皆様に周知します。


